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研究成果の概要（和文）：本研究は、総合病院で子どもに携わる看護師のための子どもの権利擁護実践能力を高
める教育プログラムを開発し、臨床での実践と検証を行い教育モデルとして一般化を図ることを目的としたもの
である。第1段階:教育プログラムの再構築、第2段階:教育 プログラムの実践と検証、第3段階:教育プログラム
の一般化と普及を実施した。結果、「子どもに携わる看護師のための子どもの権利擁護実践能力を高める教育プ
ログラム(初級編)」を開発し、研修の企画者用と受講者用パンフレットを作成した。小児病棟を持つ 400 床以
上の全国 552 の医療施 設に普及に努めた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to develop an educational program for pediatric
 nurses in general hospitals to enhance their ability to advocate for the rights of children, and to
 generalize the program as an educational model through clinical practice and verification. The 
first stage: the reconstruction of the educational program, the second stage: the practice and 
verification of the educational program, and the third stage: the generalization and dissemination 
of the educational program. As a result, we developed an "Educational program for pediatric nurses 
to enhance their ability to advocate for children's rights (Elementary)" and prepared training 
planners and student pamphlet. Efforts were made to disseminate it to 552 medical facilities 
nationwide with more than 400 beds with pediatric wards.

研究分野： 小児看護学　

キーワード： 小児看護　子どもの権利擁護

  ２版
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研究成果の学術的意義や社会的意義
「子どもに携わる看護師のための子どもの権利擁護実践能力を高める教育プログラム(初級編)」の開発と全国へ
の普及は、総合病院における子どもの権利擁護に特化した教育研修を容易に計画できる。また、プログラムを受
講した看護師の存在によって、医療を受ける子ども達の権利が擁護され質の高い看護を受けることができる。ま
た、看護師の子どもの権利を擁護する姿勢は、共に働く他職種のメンバーにも効果的な影響をもたらし、子もの
権利擁護の実践が拡大していくこととなる。さらに保護者にとって、子どもへの関わり方のモデルとなり、社会
で起きている子どもの権利侵害の問題に対しても効果的影響をもたらすと考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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  図 4 本研究の波及効果 
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 

１．研究開始当初の背景 

 子どもは、成長・発達途上にあり身体的・精神的・社会的にきわめて脆弱で、最も権利を侵害さ

れやすい存在である。子どもを取り巻く家族・医師・教員といった大人たちは、子どもの最善の利益

を考えて子どもを支援しているが、小児医療に携わる医師・看護師の「子どもの権利」意識の低さ

(西村,医療・生命・倫理社会,2009)、看護師が倫理的実践に至っていない現状と対策(日本小児看

護学会,2010) 医師と看護師が子どもの倫理的課題解決を共有する難しさ(高橋,2016)など、医療

において子どもの権利擁護が実践されていない現状がある。本研究では、「小児医療者を対象とし

た子どもの権利擁護実践能力を高める教育プログラム」を開発し、実践・検証・一般化・普及するこ

とによって、医療を受ける子ども達の権利が擁護されることを実現したいと考えた。 

２．研究の目的 

本研究は、総合病院で子どもに携わる医療者のための子どもの権利擁護実践能力を高める教育

プログラムを開発し、臨床での実践と検証を行い教育モデルとして一般化と普及を図ることを目的と

する。本研究の学術的独自性は、図 2に示すように、以下の 3点である。いずれも、子どもの権利擁

護実践能力を高める教育プログラムとして新しい取り組みである。 

(1) 子どもの権利条約を小児医療の具体的場面に適応し、教育プログラムの再構築をする。 

(2) 一般の方に研修協力者として参加して頂き、医療者間の偏った価値観を変容させるように教

育プログラムの再構築をする。 

(3) 医療現場で臨床倫理の営みを適切に遂行することを支援するツールとして代表的な「臨床倫

理シート」導入により、子どもの倫理的問題を他職種で検討するように教育プログラムの再構築

をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育プログラム開発の目的を達成できた場合、その波及効果は、図 4 に示すように、プログラム

を受講した子どもに携わる医療者の存在によって、医療を受ける子ども達の権利が擁護されるとい

うことである。また、医療者の子どもの権利を擁護する姿勢は、共に働く他 職種のメンバーにも効

果的な影響をもたらし、子もの権利擁護の実践が拡大していく。さらに医療者の子どもの権利擁護

の姿勢が保護者に対するモデルとなり、社会で起きている子どもの権利侵害の問題に対しても効

果的影響をもたらすと考える。 

３．研究の方法 

本研究プロセスは図 5のように 3段階で構成した。これまでの実践の現状問題を踏まえ、第 1段

階は、小児に特化した教育プログラムとして再構築。構築する取り組みは、条約を小児医療の具体

的な場面に適応させる取り組み、一般の方をメンバーに加える研修の取り組み、臨床倫理シート導

入による事例検討の取り組み、問題の同定・対象者のニード・学び・実践・リフレクションの取組み

（Kern et al.の 6段階ｱﾌﾟﾛｰﾁ）、継続的段階的研修の取り組みである。第 2段階は、再構築した教

育プログラムのデモ実践と、教育プログラムの検証である。評価方法は、参加者感想からの質的分

析、子どもの権利擁護実践尺度、改訂版道徳的感受性質問紙日本語版(J-MSQ)、Collaborative 

Practice Scales日本語版などから評価した。第 3段階は、検証をもとに教育プログラムを一般化し、

普及に努めた。 
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  図 2 本研究の独創性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

【子どもに携わる医師・看護師為の子どもの権利擁護実践能

力を高める教育プログラム（ＥｄＰＡＣ）】の独創性 

 

① 条約を小児医療の具体的場面に適応させる取組み 

② 一般の方をメンバーとして導入した研修の取組み 

③ 臨床倫理シート導入による事例検討の取組み 

④ 問題の同定・対象者のニード・学び・実践・リフレクシ

ョン（Kern et al.の 6段階ｱﾌﾟﾛｰﾁ）を活用し、教育プ

ログラムを継続的段階的サイクルとする取組 
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４．研究成果 

(1) 第 1 段階  

第 1 段階は、小児に特化した教育プログラムとして再構築を行った。2018 年に、子どもに携わる

看護師の子どもの権利擁護実践に関わる問題を文献・研究メンバーの体験から明らかにし、プログ

ラム構成の検討を進めた。中心となった文献は、高橋衣(2016)である。構築するための取り組みは、

①「子どもの権利条約」を小児医療の具体的な場面に適応させる取り組みは、日本看護協会

(1999)「小児看護領域で特に留意すべき子どもの権利と必要な看護行為」と日本小児看護学会編

(2010)「小児看護の日常的な臨床場面での倫理的課題に関する指針.日本小児看護学会倫理委

員会」を参考に実施した。②一般の方をメンバーに加える研修の取り組みは、子どもの難病支援ネ

ットワークのご協力より、入院経験のある母親 4 名に協力をいただきグループメンバーとして参加い

ただいた。③臨床倫理シート導入による事例検討の取り組みは、その開発者である会田薫子先生

を研究メンバーとして迎え、臨床倫理シートの学習会・教育プログラムでの活用方法の検討を実施

した。④問題の同定・対象者のニード・学び・実践・リフレクションの取組み（Kern et al.の 6段階ｱﾌﾟ

ﾛｰﾁ）は、2018～2020 年度まで会議を開催しつつ、プログラムの内容を検討した。 

結果、「子どもに携わる看護師を対象とした子どもの権利擁護実践を高める教育プログラム級(初

級編)」(案 1)の完成に至った。案 1の内容は、4 つのプログラムで構成され、1 日を研修とするもの

であり、グループメンバーは、看護師・医師・保育士・保護者で構成された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 第 2 段階 

第 2 段階は、再構築した教育プログラム:子どもに携

わる看護師を対象とした子どもの権利擁護実践を高め

る教育プログラム級(初級編)」(案 1)のデモ実践と、教

育プログラムの検証を行った。評価方法は、参加者の

感想からの質的分析、高橋・瀧田(2019)「子どもの権利

擁護実践尺度」、大出(2019)「看護師の倫理的行動尺

度改訂版」を利用して看護師受講者の 3か月後６か

月後の検証を行った。東京慈恵会医科大学倫理委員

会承認番号 31-087(9586)。 

① 第 67 回小児保健協会学術集会 発表内容 2020/6/27   

【課題名】子どもに携わる看護師を対象とした子どもの権利擁護実践を高める教育プログラムの開

発と検証-第 1 段階・第 2 段階の報告-【結果】第 1 段階では、1)リラックスして相手を知ろう 2)子ど

もの権利擁護をめぐってどのようなことが起きているの 3)他職種との子どもの権利擁護実践の協働

体験-困った時どうしたらいいの- 4)take-home message-病棟に持ち帰ってほしい研修体験-の 4

部構成であり、講義・寸劇・グループワークを盛り込んだプログラムを構築することができた。第 2 段

階は、病棟のカンファレンスを想定し、大学病院において子どもに携わる小児看護師経験年数 3

年-5 年の看護師 6 名、小児病棟に勤務する医師 3 名、小児病棟に勤務する保育士 3 名、子ども

の入院経験のある保護者 3名、計 15名を 3グループで行った。結果、参加者全員のプログラム目

標の評価（5 段階評価）は、平均値 4.7±SD であった。看護師の子どもの権利擁護実践状況は、

図 5 現状問題と研究のプロセス 

「子どもに携わる看護師を対象とした子どもの権利擁護実践を高める教育プログラム級(初級

編)」(案 1) 

①  プログラム① アイスブレーキング「リラックスしてお互いを知ろう！」  

②  プログラム② 「子どもの権利擁護をめぐってどんなことが起きているの？」  

③  プログラム③ 他職種との子どもの権利擁護実践の協働体験「困ったときにどう 

④             したらの？」  

⑤ プログラム④ take-home message/病棟に持ち帰ってほしいメッセージ  



3 

 

追跡中である。【考察】作成したプログラムを多施設で実施するためには、短時間でシンプルに再

構成し、事前学習の設定、講義内容の電子化、事例寸劇のイラスト化が必要である。看護師の子

どもの権利擁護実践状況についての追跡結果も踏まえ、さらに検討して第 3 段階に進めたいと考

える。 

② 第 68 回小児保健協会学術集会 発表内容 2021/6/16  

【課題名】 子どもに携わる看護師を対象とした子どもの権利擁護実践を高める教育プログラム(初

級 編)の開発と検証-プログラム受講後の子どもの権利擁護実践状況- 

【方法】受講した看護師 5 名を対象に、プログラム受講直前・3 か月後・6 か月後に、尺 度測定

とインタビューを行った。尺度分析は、Friedman の検定と単純集計、インタビュー 内容は記述的

内容分析を行った。 【結果】Friedman の検定では、受講直前・3 か月後・6 か月後に有意差は見

られなかった。「子どもの権利擁護実践能力尺度」(1.全く当てはまらない 2.当てはまらない 3.どち

らともいえない 4.当てはまる 5.非常に当てはまる)の 5 段階の単純集計(平均値)では、〔子どもへ

の説明と意思を確認する力〕の項目は、直前(3.5)、3 か月後(3.6)、6 か月後(3.9)と上昇し た。一

方〔子どもの権利を擁護していない医療スタッフとの調整する力〕の項目は、直前 (3.6)、3 か月後

(3.7)、6 か月後(3.4)と 3 か月で上昇したものの 6 か月後は低下した。〔子 どもと家族を理解し

支援する力〕の項目は、直前(4.3)、3 か月後(3.6)、6 か月後(3.5)と低 下した。 

インタビューでは、受講直後は【子どものことを考え診療・看護をしたい】【他 職種で子どもの権

利擁護について考える機会を大切にしたい】であった。3 か月 6 か月後 は【子どもに合わせて説

明し意思を確認している】【子ども・家族と話す機会を持ってい る】【カンファレンスを提案している】

一方で、【医師保育士と子どもについて話す時間 と場がない】【子ども主体に考えないスタッフに

何も言えない】【子どもと家族に関わる ことを業務とみなされない】というジレンマを強めていた。 

【結論】「子どもに携わる看護師を対象とした子どもの権利擁護実践を高める教育プログラム(初級

編)」は、 子どもの権利擁護実践能力・ 看護師の倫理的行動を受講直前と比較すると、受講後 3

か月まで高めており、効果的なプログラムである人が示された。また、6 か月には低下していること

から、6 か月に 1 回程度の研修の必要性が示唆された。さらに、困難として、スタッフ間の認識の共

有や協力に関連する内容が多かったことから、 〔小児病棟で働く多職種ミックスグループ〕で研修

するプログラムの必要性が示唆された。 

③ パイロットテスト結果に基づいての「子どもに携わる看護師を対象とした子どもの権利擁護

実践能力を高める教育プログラの(初級編)のプログラム」の改訂 表 1 

パイロットテストで明らかになった課題を基にプログラムの修正を行った。また、パイロットテスト後

に世界的な COVID-19 のパンデミックがあり、対面での研修が難しくなることが予測され、遠隔研

修方法も盛り込む必要性を検討して修正案を完成させた。なお、研修企画者・ファシリテーター用/

受講者用を作成した。プログラムは、全体使用時間 4時間。半日で終了するプログラムとした。 

(3) 第 3 段階 

第 3 段階は、検証をもとに教育プログラムを一般化し、普及に努めた。普及の方法としては、教

育プログラムをパンフレットとして作成し、小児病棟を持つ 400 床以上の全国 552 の医療施設に普

及に努めた。以下配布した施設名である。プログラムに沿って子どもの権利擁護について研修を

企画する施設には、すべてのプログラムの音声入りを作成し、遠隔研修も実施できるように USB に

保存して郵送した。また、2022 年度の小児看護学会学術集会と連携してセッション等を企画する

予定である。 
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表 1: 「子どもに携わる看護師を対象とした子どもの権利擁護実践能力を高める教育プログラの 

(初級編)のプログラム」 
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